
実はここにも

平成 １ ９ 年 ６ 月

ブロードバンドの全国整備に向けた総務省の取組

総務省の取組①

1

83％
（4,221万世帯※）

20％
（ 1,000万世帯）

超高速

ブロードバンド

●IT新改革戦略

（2006.1.19 情報通信技術(IT)
戦略本部）

●次世代ブロードバンド戦略2010

（2006.8.11 総務省）

●e-Japan戦略

（2001.1.22 情報通信技術

(IT)戦略本部）

95％
（4,859万世帯※）

60％
（3,000万世帯）

いずれかの

ブロードバンド

2010年度政府目標現 状2005年政府目標

（2006年（平成18年）12月末） ブロードバンド・ゼロ
地域の解消

90％

100％

※総世帯数は51,102,005世帯
（2006.3末現在の住民基本
台帳に基づく世帯数）

サービスエリアの世帯カバー率
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都道府県別ブロードバンド・サービス利用可能世帯数（平成18年12月末）

ＦＴＴＨサービス（光ファイバ）が提供されている 地域の世帯

ＦＴＴＨサービスは未提供だが、ＡＤＳＬ、 ケーブル インターネッ
ト等の何らかのＢＢサービスが提供されている 地域の世帯

ＢＢサービス未提供 地域の世帯

ＦＴＴＨサービス（光ファイバ）が提供されている地域の世帯

ＦＴＴＨサービスは未提供だが、ＡＤＳＬ、ケーブルインターネット
等の何らかのブロードバンドサービスが提供されている地域の世帯

ブロードバンド・ゼロ地域の世帯

注 事業者情報、国勢調査データ等に基づき推計。
なお、ＡＤＳＬについては、サービスの提供地域内であっても、収容局から

の距離が４ｋｍを超える世帯については信号の減衰が大きく実用に適しない
ことから、「未提供」に含めてある。

○ ブロードバンド利用可能世帯数 ４，８５９万世帯（９５％）

○ ブロードバンド・ゼロ地域（空白部分） ２５1万世帯（ ５％）

○○ ブロードバンド利用可能世帯数ブロードバンド利用可能世帯数 ４，８５９万世帯（９５％）４，８５９万世帯（９５％）

○○ ブロードバンド・ゼロ地域（空白部分）ブロードバンド・ゼロ地域（空白部分） ２５２５11万世帯（万世帯（ ５％）５％）
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９４％（４，７３３万世帯）

８０％（４，０１５万世帯）

９８％程度 １００％
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解消！

解消！

ゼロ
市町村

ゼロ
市町村

ゼロ地域
（世帯数）

ゼロ地域
（世帯数） １００万

超高速
（内数）

超高速
（内数）

／1,843市町村

／5,000万世帯

2010年度までに

① ブロードバンド・ゼロ地域を解消する。
（その過程において、ブロードバンド・ゼロ市町村を2008年度までに解消する。）

② 超高速ブロードバンドの世帯カバー率を90%以上とする。

2010年度までに

① ブロードバンド・ゼロ地域を解消する。
（その過程において、ブロードバンド・ゼロ市町村を2008年度までに解消する。）

② 超高速ブロードバンドの世帯カバー率を90%以上とする。

注： 2006年において記載されている世帯カバー率、ゼロ市町村数、ゼロ地域世帯数の数値は、平成18年3月31日現在のもの。
2008年において記載されている世帯カバー率、ゼロ市町村数、ゼロ地域世帯数の数値は、いずれも現時点における目安であり目標ではない。

整備済
団体

整備済
団体

７２％ １００％

３０６万

４０

次世代ブロードバンド戦略２０１０ （整備目標）
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次世代ブロードバンド戦略２０１０ （基本的な考え方）

１．ブロードバンド整備における原則

○ 民間主導原則と国による公正競争の確保・投資インセンティブの付与、技術中立性の確保
⇒ブロードバンド整備は、原則民間主導の下、国において適切な競争政策、投資インセンティブの付与を行うことにより促進

２．条件不利地域等投資効率の悪い地域における整備

(1) 関係者の連携と推進体制の構築によるロードマップに沿った整備
⇒条件不利地域等においては、事業者・国・都道府県・市町村・地域住民等の関係者が連携し、適切な役割を果たすことが必要
全国レベル及び地域レベルにおいて、関係者の協議の場・推進体制を積極的に設置し、ロードマップを作成

(2) 地域のニーズ等に応じた多様な技術が利用できる環境の整備
⇒条件不利地域等においては、投資効率を勘案し、ニーズや実情に応じた適切な技術の利用環境整備を図る

(3) 自治体光ファイバ網の開放等による効率的な整備の推進
⇒① 地方公共団体が自己設置する光ファイバ網の民間開放

② 無線によるワイヤレス・ブロードバンド技術等の導入を積極的に促進

３．積極的な需要喚起・利活用の促進

ブロードバンドの効用や利活用方策をイベント等の機会を捉えて継続的に利用者に提示するなど、関係者は周知啓発
活動やアプリケーション開発等による需要喚起や利活用の促進に積極的に取り組むことが望ましい。

１．ブロードバンド整備における原則

○ 民間主導原則と国による公正競争の確保・投資インセンティブの付与、技術中立性の確保
⇒ブロードバンド整備は、原則民間主導の下、国において適切な競争政策、投資インセンティブの付与を行うことにより促進

２．条件不利地域等投資効率の悪い地域における整備

(1) 関係者の連携と推進体制の構築によるロードマップに沿った整備
⇒条件不利地域等においては、事業者・国・都道府県・市町村・地域住民等の関係者が連携し、適切な役割を果たすことが必要
全国レベル及び地域レベルにおいて、関係者の協議の場・推進体制を積極的に設置し、ロードマップを作成

(2) 地域のニーズ等に応じた多様な技術が利用できる環境の整備
⇒条件不利地域等においては、投資効率を勘案し、ニーズや実情に応じた適切な技術の利用環境整備を図る

(3) 自治体光ファイバ網の開放等による効率的な整備の推進
⇒① 地方公共団体が自己設置する光ファイバ網の民間開放

② 無線によるワイヤレス・ブロードバンド技術等の導入を積極的に促進

３．積極的な需要喚起・利活用の促進

ブロードバンドの効用や利活用方策をイベント等の機会を捉えて継続的に利用者に提示するなど、関係者は周知啓発
活動やアプリケーション開発等による需要喚起や利活用の促進に積極的に取り組むことが望ましい。
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次世代ブロードバンド戦略２０１０ （役割分担）

・ ブロードバンド未整備地域における積極的な整備、
地域公共ネットワーク等の活用

・ サービス提供エリア等、今後の整備見通しに関する
情報の積極的開示・公表

・ 利活用方策等の提示による需要喚起・利活用の促進

・ 全国レベル及び地域レベルでの関係者協議への積極
的参加

・ ブロードバンド未整備地域における積極的な整備、
地域公共ネットワーク等の活用

・ サービス提供エリア等、今後の整備見通しに関する
情報の積極的開示・公表

・ 利活用方策等の提示による需要喚起・利活用の促進

・ 全国レベル及び地域レベルでの関係者協議への積極
的参加

事業者

① 都道府県

・ 地域レベルでの推進体制整備やビジョン（整備目標・
ロードマップ等）の作成

・ 市町村に対する財政、人材、情報・ノウハウ提供等の支
援

・ 事業者・市町村等との連携による需要喚起・利活用の
促進

② 市町村

・ 域内住民の需要の内容・規模等の実態把握

・ 事業者・都道府県等との連携による整備計画の策定、
地域公共ネットワーク等の開放

・ 利活用方策等の提示による需要喚起・利活用促進

① 都道府県

・ 地域レベルでの推進体制整備やビジョン（整備目標・
ロードマップ等）の作成

・ 市町村に対する財政、人材、情報・ノウハウ提供等の支
援

・ 事業者・市町村等との連携による需要喚起・利活用の
促進

② 市町村

・ 域内住民の需要の内容・規模等の実態把握

・ 事業者・都道府県等との連携による整備計画の策定、
地域公共ネットワーク等の開放

・ 利活用方策等の提示による需要喚起・利活用促進

地方公共団体

・ 公正競争条件の整備

・ 事業者に対する投資インセンティブの付与

・ 地域における取組みに対する支援

・ 無線技術等多様な技術の導入促進

・ 関係者の協議の場の設置促進

・ 情報の整備・公表

・ 公正競争条件の整備

・ 事業者に対する投資インセンティブの付与

・ 地域における取組みに対する支援

・ 無線技術等多様な技術の導入促進

・ 関係者の協議の場の設置促進

・ 情報の整備・公表
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